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第１章 背 景 
 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）政府は、ゲアン省において蓄積されたリプ

ロダクティブヘルス（Reproductive Health：RH）サービス向上のノウハウを周辺省に普及させるこ

とを主な内容とした協力を日本政府に要請した。これを受け、JICA は、2006 年３月に事前評価調

査を実施し、ベトナム側とのプロジェクト概要の合意に至った。その後、非公式な協議を経て、以

下のとおり、実施に係る公式協議を行い、ベトナム側と実施協議議事録（Record of Discussion：R/D）

など必要な文書の署名を取り交わした。 

 

(１) 実施協議 

１）日 時：平成 18 年５月５日 14:00～16:30 

２）場 所：JICA ベトナム事務所内会議室 

３）出席者： 

保健省 

Dr. Tran Thi Giang Huong 国際協力局次長 

Dr. Nguyen Dinh Loan RH 局長 

Dr. Nguyen Duc Vinh RH 局専門官 

ハナム省 

Dr. Pham Van Phong RH センター所長 

ニンビン省 

Dr. Vu Van Can 保健局副局長 

Dr. Nguyen Ngoc Thanh RH センター所長 

タインホア省 

Dr. Mai Quang 保健局医務管理課課長 

Ms. Tran Thi Hoan RH センター副所長 

ゲアン省 

Mr. Hoang Van Hao 保健局副局長 

Dr. Nguyen Ba Tan RH センター所長 

Dr. Le Thi Hoai Chung RH センター副所長 

ハティン省 

Mr. Bui Van Bon 保健局局長 

Mr. Nguyen Minh Huong RH センター所長 

JICA ベトナム事務所 

菊地 文夫 所 長 

東城 康裕 次 長 

小林 洋輔 所 員 

ホア 所 員 
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(２) 討議議事録署名 

１）日 時：平成 18 年７月 12 日 16:30～17:00 

２）場 所：保健省内会議室 

３）出席者： 

計画投資省 

Mr. Ho Minh Chien 労働文化社会局長 

保健省 

Dr. Tran Trong Hai 国際協力局局長 

Dr. Tran Thi Giang Huong 国際協力局次長 

Mr. Ngo Manh Hung 国際協力局専門官 

Dr. Nguyen Dinh Loan RH 局長 

Dr. Nguyen Duc Vinh RH 局専門官 

ゲアン省 

Mr. Hoang Ky 人民委員会副委員長 

Dr. Nguyen Ba Tan RH センター所長 

Dr. Le Thi Hoai Chung RH センター副所長 

JICA ベトナム事務所 

菊地 文夫 所 長 

東城 康裕 次 長 

小林 洋輔 所 員 

ホア 所 員 



 

 －37－

第２章 主な協議事項 
 

(１) プロジェクト名 

プロジェクト名称は、事前評価調査時の合意内容と同様、和名「リプロダクティブヘルスケ

ア広域展開アプローチプロジェクト」、英文名“Project for Capacity Building for Dissemination of 
Community-based RH Promotion Approach”とすることで合意した。 

 

(２) 協力期間 

プロジェクト協力期間を日本人専門家の最初の派遣日から３年間とすることで合意した（付

属資料２．R/D IX. 参照）。 

 

(３) プロジェクト実施体制 

ゲアン省保健局長が Project Director、ゲアン省 RH センター所長が Project Manager をそれぞ

れ務め、全体の実施体制をミニッツ（Minutes of Meeting：M/M）の「4. The Implementation 
Structure of the Project」のとおりとすることで合意した（付属資料３参照）。 

合同調整委員会（Joint Coordinating Committee）については、保健省の RH 局の局長を議長

とし、保健省の関係局、ゲアン省保健局及び RH センター長、対象省の各 RH センターの長並

びに日本人専門家及び JICA 事務所長がメンバーとなる(付属資料２．R/D Annex VI. 参照)。

同調整委員会は、プロジェクトの年間計画の策定、重要事項に関する指導・助言のほか、プロ

ジェクトで実施される研修計画・内容を承認する役割を有する。ゲアン省が他省を指導する法

的権限を有さないなか、プロジェクトの円滑な実施のためには、委員会を通じた保健省の積極

的関与が不可欠となる。 

また、プロジェクト調整委員会（Project Coordinating Committee）は、プロジェクトの Project 
Director を議長、Project Manager を副議長とし、ゲアン省のその他の関係者をメンバーとして

設置される。同委員会は、ベトナム政府内のプロジェクト承認手続や専門家派遣・機材供与・

研修員受入れなどプロジェクトの各種手続にかかる JICA との調整を含む、すべてのプロジェ

クト活動に係る総括責任を有する。当初、保健省からは、対象省の代表を同委員会のメンバー

に加えるべきとの考えを有していた（付属資料４参照）が、プロジェクトの効率的な実施の観

点からゲアン省内の組織とすべきとのゲアン省の意見が受け入れられ、上記のような構成とな

った。 

さらに、各対象省には、RH センター長を長とするプロジェクト運営委員会（Project 
Implementation Unit）が設置される。同委員会は、それぞれの省内で行われるプロジェクト活

動に係る責任を有する。各省における活動に関しては、保健省からの文書に基づき、各 RH セ

ンター・保健局がそれぞれの人民委員会に対し、カウンターパート予算の申請を行うべきこと

が合意された。 

なお、上記各種委員会の名称、構成、役割等については、協議の結果、事前評価調査時の案

から一部修正されている。 

 

(４) プロジェクト基本計画 

R/D の「Annex I. Master Plan」のとおり合意した（付属資料２参照）。 
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機材供与について、ベトナム側より、CHC に対する基本的な医療機材の供与を強く求める

意見が出されたが、日本側より、主に IEC 教材・機材などの研修用機材の供与を想定してお

り、医療機材は研修の効果を確保するために必要な範囲でのみ検討の対象とし得る旨説明し、

理解を得た。 

また、保健省より、特にゲアン省関係機関の研修運営能力の強化がプロジェクトの成功のた

めに重要であり、日本人専門家のみならず、ベトナム側の保健省その他の関係機関もこれを支

援すべき旨の主張がなされたところ、上記 Master Plan の該当箇所にこれを反映させている

（Master Plan 4. 1-2）。 

このほかプロジェクト目標とその指標や活動内容について、内容の明確化などの観点から、

事前評価調査時の案を一部修正している〔Master Plan 2.2、M/M Annex I PDM（付属資料３参

照）〕。 

 

(５) その他 

１）経費負担 

経費負担に関し、以下のような点について合意した。 

・JICA が負担する経費については、JICA の基準に従うこと。 

・保健省スタッフを含め、カウンターパート機関のスタッフに対する謝金は JICA 側が負担

しないこと（必要があればベトナム側が負担）。 

・各省における研修（ゲアン省で研修を受けた研修担当者が省内で行う下位機関のスタッフ

に対する研修）については、一定の範囲で JICA 側が参加者の旅費や教材作成費等の経費

を負担すること。 

・RH センターの光熱費等などの経常経費はベトナム側が負担すること。 

２）モデル郡・コミューン 

本プロジェクトはモデル郡、モデルコミューンを設定のうえ実施することとしているが、

その数の目安を、１省につき３郡、１郡につき４コミューンとすることで合意した。 
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１．事業事前評価表 

１．案件名：ベトナムリプロダクティブヘルスケア広域展開アプローチプロジェクト 

２．協力概要 

(１) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

ゲアン省のリプロダクティブヘルスプロジェクトにおいて蓄積された経験を基に、ゲアン

の周辺省である４省（Ha Nam、Ninh Binh、Thanh Hoa、Ha Tinh、省）のモデル地域におい

て、リプロダクティブヘルスサービスを提供するコミューンヘルスセンター（CHC）及び関

連組織のスタッフが、国家基準に基づき、安全で清潔なお産及び効果的な IEC（Information 
Education and Communication）活動を推進するために必要となる技術・知識を習得すること

を目的とする。 
 

(２) 協力期間 

2006 年９月～2009 年９月（３年間） 

 

(３) 協力総額（日本側） 

（約 1.46 億円） 

 

(４) 協力相手先機関 

保健省／ゲアン省（リプロダクティブヘルス（RH）センター等） 

 

(５) 受益対象者 

直接受益者：モデル地域の CHC 及び関連機関のリプロダクティブヘルスにかかるサービ

スを提供するスタッフ 

最終受益者：モデル地域における出産可能年齢（15～49 歳）の女性 

３．協力の必要性・位置付け 

(１) 現状と問題点 

ベトナム国の保健医療事業は長年人口抑制に重点が置かれ、リプロダクティブヘルス全般

の問題に目が向けられたのは 1990 年代後半になってからである。家族計画実行率の上昇、

合計特殊出生率の減少など改善はみられるものの、一方でリプロダクティブヘルス教育、妊

産婦の健康管理面での認識の低さ、妊産婦ケア・新生児サービスの質の格差等、残されてい

る課題は多い。 

本プロジェクトの対象地域であるゲアン省周辺の４省の一人当たりの GDP は、ベトナム

の全国平均より低く、これらの全ての省は中央政府からの財政援助を受けている貧困地域で

ある。また、農村人口を多く抱えているが、農村の保健衛生システムは、元来、整備が立ち

遅れている上に、基本的なリプロダクティブヘルスサービスの提供が極めて限定されてお

り、農村部における住民の健康状態を示す保健指標は、都市部に比べ悪い状況にある。さら

に、コミューンレベルで住民にリプロダクティブヘルスサービスを提供する主要な機関たる

CHC においては、十分な基礎教育・卒後再教育を受けていない初級看護師、助産師が圧倒

的に多く、その知識・技術レベルの低さが故に住民への最低限のリプロダクティブヘルスサ

ービスの提供が困難な状況となっている。 
 

(２) 相手国政府の国家政策上の位置付け 

ベトナム国政府は社会経済開発 10 ヵ年戦略（2001-2010 年）に基づいて策定した保健医

療セクター10 ヵ年戦略（2001-2010 年）において、①全ての国民に対するプライマリ・ヘル
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スケアの提供、②質の高い医療の実現、③罹患率の低下及び平均寿命の向上を上位目標とし、

これに基づく 11 項目の施策を設定している。リプロダクティブヘルス分野については、こ

れらの施策のうち「コミューンレベルの基礎医療施設の設置と強化」及び「予防保健と保健

促進活動の強化」が関連している。また、前記戦略に基づき「国家リプロダクティブヘルス

ケア戦略（2001-2010 年）」が策定・実行されている。同戦略においては全国レベルでの妊

産婦死亡率、乳児死亡率の低減、保健医療人材の育成を具体的な目標として掲げており、本

プロジェクトの内容と整合している。 

 

(３) 日本の援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け 

日本の ODA 大網及び ODA 中期政策では、人間の安全保障と貧困削減の観点から、社会

開発、特に（リプロダクティブヘルスも含む）保健分野の協力に重点を置いている。また、

対ベトナム国別援助計画（平成 16 年４月）では、「人間の安全保障」の視点、貧困削減に取

り組む観点とともに、人道的・社会的要請に応える立場から、保健分野が重点分野として挙

げられており、具体的重点項目としてリプロダクティブヘルスの向上への取り組みが示され

ている。さらに、ミレニアム開発目標達成に向けての取り組みという観点では、妊産婦死亡

率の低減が開発目標の一つとして設定されており、ミレニアム開発目標の達成への貢献に重

点を置く我が国の援助政策と整合している。 
上記国別援助計画を踏まえて策定された JICA の国別事業実施計画においても、リプロダ

クティブヘルスへの支援が重点項目と掲げられている。 

４．協力の枠組み 

(１) 協力の目標（アウトカム） 

１）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

［目標］ 

養成されたリプロダクティブヘルススタッフによって、モデル地域において質の高いリ

プロダクティブヘルスサービスが提供される。 

［指標］ 

・CHC を訪問する妊婦の場合 

・産前検診を３回以上受ける妊婦の割合 

・専門技術者の介助による分娩の割合 

・産後ケア実施の割合 

 

２）協力終了後の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

［目標］ 

モデル地域において、リプロダクティブヘルスサービスを提供する CHC 及び関連組織

のスタッフが、国家基準に基づき、安全で清潔なお産及び効率的な IEC 活動を推進する

ために必要な技術・知識を習得する。 

［指標］ 

・“National Standard and Guideline for Reproductive Health Care Services”などの国家基準

を満たす質の高いリプロダクティブヘルスサービスを提供するための技術・知識を習

得した CHC 及び関連組織のスタッフの数 

・リプロダクティブヘルスに関する IEC 活動の実施件数 

・クライアントフレンドリーサービスを提供している CHC の数 
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(２) 活動及びその成果（アウトプット） 

１）成果１：ゲアン省 RH センター及び関連機関の対象省に対する研修運営管理能力が強化

される。 
活動： 

1-1 プロジェクトの効果的な計画、実施、モニタリング、評価のための、保健省、ゲア

ン省、対象省の代表者より構成される合同調整委員会及びゲアン省におけるプロジ

ェクト調整委員会の設置 

1-2 ゲアン省 RH センターのスタッフ及び関連組織のローカル専門家に対する、研修の

計画立案・実施・運営・調整・モニタリングにかかる訓練の実施 

1-3 対象省に対する研修にかかる計画、手順書、ガイドライン、及び教科書の作成 

［指標・目標値］ 

・研修運営管理にかかる研修を受講したゲアン省のスタッフ及びローカル専門家の数 

・ゲアン省 RH センターにより他省に対し実施されたリプロダクティブヘルス推進のた

めの講義数 

 

２）成果２：ゲアン省のモデルを採り入れ、必要な能力開発を推進することにより、各対象

省のモデル地域における質の高いリプロダクティブヘルスサービスを提供する

ための研修活動が改善される。 
活動： 

2-1 対象省におけるプロジェクト実施ユニットの設置 

2-2 CHC スタッフ再教育、モニタリング、クライアントフレンドリーサービス及び IEC
活動の研修の運営能力強化を目的とした、対象省の RH センター、郡ヘルスセンタ

ー（DHC）、その他関連組織の研修担当者に対する、ゲアンモデルに基づく研修及

び再教育の実施 

2-3 対象省研修担当者の参加の下でのゲアン省RHセンターにおけるモデル研修講義の

実施 

2-4 モデル地域に対する研修にかかる計画、手順書、ガイドライン、及び教科書の作成

2-5 IEC 教材その他のプロジェクトに必要となる機材の供与 

2-6 訓練を受けた研修担当者による、ゲアンモデルに基づいた安全で清潔なお産の推

進、効果的な IEC 活動の実施能力強化を目的とした、モデル地域の DHC、CHC 及

びその他関連組織（女性連合等）のスタッフに対する研修及び再教育の実施 

2-7 本邦研修の実施（リプロダクティブヘルス推進のモデルケースに関する学習） 

2-8 経験共有のためのゲアン省及び対象省のスタッフ間でのセミナー、視察の実施 

2-9 関連機関による研修計画に基づくモニタリングの実施 

［指標・目標値］ 

・対象省の RH センターで実施されたリプロダクティブヘルス推進のための講義数 

・対象省の RH センターで実施されたリプロダクティブヘルス推進のための講義内容の

範囲 

・リプロダクティブヘルス推進のための講義を受講した DHC、CHC、及び関連組織の

スタッフの数 

・標準チェックリストを用いたモニタリングの実施件数及びモデル地域の CHC のうち

モニタリングを受けたことのある CHC の割合 
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(３) 投入（インプット） 

１）日本側（約 1.46 億円） 

・専門家派遣（研修管理） 

・モデル地域への研修経費の一部負担 

（ゲアン省の専門家を対象省へ派遣する場合の交通費、日当、宿泊費を含む） 

・本邦研修（リプロダクティブヘルス推進アプローチ） 

・機材供与（IEC 教材等） 

 
２）ベトナム側 

・カウンターパート及びその他支援スタッフ 
・日本人専門家の執務スペース及び必要施設 
・プロジェクト実施にかかる経常費用 
・モデル地域への研修経費の一部（例：カウンターパートへの講師謝金） 
 

(４) 外部要因（満たされるべき外部条件） 

１）成果（アウトプット）達成のための外部条件 

・各対象省の RH センターでの研修経費が適切に配分される 

・省、郡、コミューンレベルのスタッフが適切に配分される 

 

２）上位目標達成のための外部条件 

・訓練を受けた CHC、関連組織のスタッフが継続的に勤務する。 

 

３）上位目標達成のための外部条件 

・保健省のリプロダクティブヘルスにかかる政策が継続する。 

５．評価５項目による評価結果 

下記の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

 

(１) 妥当性 

・対象地域であるゲアン省周辺の４省は、農村人口を多く抱えた貧困地域であり、コミュー

ンレベルで住民にリプロダクティブヘルスサービスを提供する主要な機関たる CHC にお

いては、スタッフの知識・技術レベルの低さから、住民への最低限のリプロダクティブヘ

ルスサービスの提供が困難な状況となっている。よって、本プロジェクトは対象地域の開

発課題及び最終的なターゲットグループである対象地域の住民のニーズに合致するもの

である。 

・「３．協力の必要性・位置付け」で述べたように、リプロダクティブヘルス分野における

協力は、ベトナムの保健医療分野における重点事項となっており、保健省の同分野に関す

る積極的な関与も見られる。 

また我が国のベトナムに対する援助方針とも整合している。 

・ゲアン省で過去に JICA により実施されたリプロダクティブヘルスプロジェクトは、国家リ

プロダクティブヘルス戦略のモデル事業として、日本、ベトナム、その他国際機関の関係

者から高い評価を受けた。本プロジェクトは、ゲアン省のプロジェクトにおいて蓄積され

たリプロダクティブヘルスサービス向上のための知識。技術を周辺省に普及しようとする

ものであり、日本の援助の比較優位性が確認された協力を基盤とした協力の妥当性は高い。
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(２) 有効性 

・プロジェクト目標は、モデル地域において直接住民にリプロダクティブヘルスサービスを

提供する CHC 及び関連組織(女性連合等)のスタッフ養成にある。一方で、モデル地域に

おける質の高いリプロダクティブヘルスサービスが提供されることを上位目標としてお

り、プロジェクト目標は、上位目標を達成する上での適切な目標であるといえる。 

・本プロジェクトの成果として、①ゲアン省 RH センターにおける他省への研修機能強化、

②対象省の研修担当スタッフによるゲアンモデルの習得、③その後のコミューンレベルの

スタッフヘの再教育の実施、が計画されている。これら成果が時系列に達成されることで、

モデル地域におけるリプロダクティブヘルスサービスの知識・技術を持った CHC 及び関

係機関のスタッフが養成されるといったプロジェクト目標が効率的に達成されると判断

される。 

・対象地域での研修効果をモニタリングし、研修計画にフィードバックする活動がプロジェ

クトに組み込まれており、この取り組みが着実に実施されることにより、プロジェクトの

有効な実施が担保されることが期待できる。 

・上位目標を達成するための外部条件である訓練を受けた CHC、関連組織のスタッフの継

続的な勤務に関しては、これらのスタッフの異動の可能性が低いことから、外部条件が満

たされる可能性は高いと考えられるが、研修受講対象者の人選、異動・退職後の後任への

速やかな再訓練の実施といった活動をプロジェクトに取り込むことで、上位目楳の発現の

ための有効性が向上することが見込まれる。 

 

(３) 効率性 

・日本側の投入は最小限に留め、過去のゲアン省でのプロジェクトで養成された現地の人材

及び資源を最大限に活用する。また、過去のゲアン省のリプロダクティブヘルスプロジェ

クトにおいて、他省へのセミナー等を開催した関係者の経験を活用することで、効率的な

プロジェクトの実施が可能となる。 

・モデル地域のリプロダクティブヘルス施設への供与が予定されている IEC 教材の選定に当

たっては、過去のゲアン省でのプロジェクトにより供与実績があり、供与の有効性が確認

されている教材に限定することで、供与教材選定の最適化による効率的な投入が期待され

る。 

・多数の国際機関、二国間ドナー、NGO がベトナム全土においてリプロダクティブヘルス

分野の支援を行っている。本プロジェクトにおいては、これら開発資源を有効且つ効率的

に活用するため、対象地域の選定に際しては他ドナーとの重複に留意しているほか、他ド

ナーによって養成されたリプロダクティブヘルススタッフの研修指導者としての活用が

可能であることが確認されている。したがって、他ドナーとの調整・連携の下での効率的

なプロジェクト運営が期待される。 

 

(４) インパクト 

・上位目標である「養成されたリプロダクティブヘルススタッフにより、モデル地域におい

て質の高いリプロダクティブヘルスサービスが提供される」に関しては、過去のゲアン省

でのプロジェクトの実績を考慮すると、地域住民へのリプロダクティブヘルスサービスの

提供を行う CHC スタッフ、女性連合等の関係組織のメンバーへの訓練の実施により、プ

ロジェクト開始後、３～５年以内には実現することが見込まれている。 

・モデル地域での成果がリプロダクティブヘルスサービスの推進モデルとして定着すること
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により、各対象省が自らのオーナーシップの下、本プロジェクトのアプローチを他の郡、

コミューンに普及することが期待できる。一方で山岳地方や少数民族が多く含まれる地域

においては、一般的にリプロダクティブヘルスサービスの普及上の困難が想定されるため、

モデル地区での教訓・成果を体系化し、地域の状況に合わせた対策を講じることで、プロ

ジェクト効果を対象者全体に波及できるように計画を策定する必要がある。 

・ゲアン省のリプロダクティブヘルス推進アプローチを採用し導入する地域が拡大すれば、

保健省へのリプロダクティブヘルス推進プロジェクトとしての普及モデルが提示でき、ベ

トナム政府による対象省以外へのプロジェクト効果の普及が期待できる。 

 

(５)自立発展性 

・本プロジェクトでは、自立発展性の確保のために、対象省で実際に地域住民へのリプロダ

クティブヘルスサービス推進に従事する人材の育成を目標としている。 

・プロジェクトの活動の一部としてプロジェクトの統括を行う合同調整委員会及び各対象省

でのプロジェクト実施ユニットの設置を計画しており、各関連機関が連携し、自立的且つ

継続的に研修を計画・実施・モニタリングすることが可能となる制度の確立を目指してい

る。 

・研修効果の継続的発現のためには、養成された人材の定着と地域住民との緊密な関係の継

続が重要となるが、本プロジェクトにおいては、地域に密着した CHC スタッフや住民の

リーダー格である女性連合のメンバーをターゲットグループとすることで、プロジェクト

終了後においても継続したリプロダクティブヘルスサービスの推進のための活動が期待

できる。 

・プロジェクト終了後の研修の継続、予算の配分に関しては各対象省のコミットメントが確

認されたが、その実効性については引き続き考慮していく必要がある。この点、本プロジ

ェクトのモデル地域での効果が確認され、ゲアンモデルが各対象省のリプロダクティブヘ

ルスサービス推進モデルとなり、各対象省が自らのオーナーシップにより、プロジェクト

効果を継続、波及させようとするイニシアティブを持つことが重要となる。 

６．貧困・ジェンダー・環境などへの配慮 

本プロジェクトでは、貧困（貧困層の多い地域の選定等）、ジェンダー（研修における人選等）

配慮は必要に応じて十分に考慮される。社会環境に対する直接的負の影響（環境汚染等）はほ

とんどない。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

類似案件の有無：有 

類似案件としては、同国のゲアン省８郡を対象にコミューンでの安全で清潔なお産ができる

環境づくりに焦点を当て、産前ケアの充実、CHC の施設改善、助産師技術の向上を柱にしたリ

プロダクティブヘルスプロジェクト（フェーズ１）及びゲアン省全域を対象としたリプロダク

ティブヘルスプロジェクト（フェーズ２）が挙げられる。本プロジェクトはゲアン省での経験

の近隣省への普及を目標達成の主な手段としており、ゲアン省で実施されたこれらのリプロダ

クティブヘルスプロジェクトの経験、教訓の活用が最大限に生かされる。また、ゲアン省での

プロジェクトの教訓として、プロジェクト実施ユニットの設立による他の関連機関、住民組織

（人民委員会、女性連合等）のプロジェクトヘの取り込み、モニタリングの継続的な実施によ

る活動状況の把握等がプロジェクトの自立発展に大きく寄与したことが指摘されており、本プ

ロジェクトの活動にもこれらの項目が反映されている。 
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８．今後の評価計画 

・中間評価：プロジェクトの中間段階（2008 年３月頃） 

・終了評価：プロジェクト終了時（2009 年９月頃） 

・事後評価：プロジェクト終了後３年程度（2012 年９月頃） 
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４．保健省からの実施体制に関するレター（2006 年６月２日付） 
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